
回　　答　　書

地球温暖化対策計画（区域編）改定業務委託に関する質問に対し、次のとおり回答します。

（令和4年6月16日受付分）

質　問 回　答

【質問項目】

②仕様書 第2 章第6 節 合意形成を行うため

の専門的知見を要する会議等の開催につい

て

【質問内容】

　仕様書第2 章第1 節～第5 節までの事業実

施にあたり、地域の関係者等と合意形成を

行うための会議を開催することになってい

ます。会議参加者の選定・依頼、会場の確

保等を含め一連の会議運営を業務受託者が

実施するのでしょうか。それとも、発注者

の指示に従い会議運営を補助するもので

しょうか。

　発注者の指示に従い会議運営を補助する

ものです。

【質問項目】

　①仕様書 第1 章第12 節 その他について

【質問内容】

　本業務は、「二酸化炭素排出抑制対策事

業補助金（地域脱炭素実現に向けた再エネ

の最大限導入のための計画づくり支援事

業）（１）地域再エネ導入を計画的・段階

的に進める戦略策定支援①2050 年を見据え

た地域再エネ導入目標策定支援」を活用し

実施することになっておりますが、その採

択結果によって仕様内容が変更になること

はありますでしょうか。

　補助金の採択・不採択により、仕様内容

の変更はございませんが、仕様書第１章第

８節に基づき、本委託業務の受託者に、補

助金の申請書等についても共有し、受託業

務の参考にしていただくことを考えていま

す。



【質問項目】

③仕様書 第2 章第８節 地球温暖化対策実行

計画（区域施策編）庁内作業部会の運営補

助について

【質問内容】

　庁内作業部会の開催予定数は4 回とあり

ますが、開催時期は決まっていますでしょ

うか。

　庁内作業部会の開催予定数は最大値と考

えており、具体的な開催時期は、選考後、

作業の進捗状況に応じて調整いたします。


